
1　事業の概要

①　成果目標（H28)

②　事業内容

　一般財源

　県　債

　国庫支出金

　その他

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施
今後、事業
をどのよう
にしていき
たいか

健康増進法では、喫食者それぞれの特性を考慮した適切な栄養管理が求められるため、引き続き、特定給食施設に対する研修会開催
及び巡回指導を実施し、特定給食施設の栄養管理を支援する。

目標に対
する成果
の状況

給食施設に対して巡回指導を実施し、管理栄養士の必置義務や栄養士配置の努力義務がある施設において管理栄養士等が配置され
ていない施設には指導助言を行い配置率が向上している。今後は、管理栄養士等が配置されていない施設に対して優先的に巡回指導
を実施し、管理栄養士等の配置促進や適切な栄養管理が実施されるよう支援する。

 概算事業費（B（A）+C） 22,528 21,708 21,928

21,368 21,368

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

予
算
額

前年度繰越

概　算
人件費

2.70 2.70 2.70

22,345

183 340

Aの
財源

560 560

0 0 0

342 560 560

3．特定給食施設等巡回指導 直接

補正予算

区　　分（単位：千円） 27年度 28年度

（当初）

1．特定給食施設等従事者研修会 直接
特定給食施設・準特定給食施設等の調理従事者等に
対し食品衛生及び栄養管理に関する研修会を開催
（各保健所１回／年）

560 340 560

特定給食施設等の管理者・管理栄養士等施設の代表
者による施設利用者の特性を考慮した給食サービスの
あり方に関する連絡会議（各保健所で必要に応じて開
催）

0

１　保健活動の推進 実施期間 S27 ～

県が関与
する理由

県でなければ実施不可（法令等義務）
【左記の説明、根拠法令等】

健康増進法第３条、第18条、第22条、健康増進計画「健康日本21（第２次）」、信州保健医療総合
計画（第２次県健康増進計画）

総合５か年
計画

プロジェクト  E-mail kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開
６－１　健康で長生きできる地域づくり

目指す姿

現状
（予算編成

時）

県民との協働による実施： 実施は困難

人口定着・
確かな暮ら
し実現総
合戦略

信州創生の基本方針

事業番号 05 05 16 事業改善シート （28年度実施事業分）　　□当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 特定給食施設等指導事業 担
当
課

部局 健康福祉部

課・局・室 健康増進課

560

健康増進法に基づき、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設」（特定給食施設）に対し、給食利用者の栄養管理等
サービス及び給食業務の円滑な推進を図り、もって地域住民の健康増進に寄与する。
成果目標：
  利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給食施設の割合63.8％（H23）→72.0％（H29）
　 [栄養管理報告書]

県の助言・指導の対象となる特定給食施設及び準特定給食施設は1,130施設（H26）あり、適切な栄養管理を実施することで、多くの県民
の健康維持・増進につながる。

2．特定給食施設等関係者連
絡会議

直接

560 560

合計（A) 342
66.1%

29年度

当初予算 342

成果目標・
事業内容

（単位：千円）　

項目

70.6% 67.6% 未達成

○利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給食施設の割合（70.6％） 　   [栄養管理報告書]
　（設定理由：H29の72％達成に向けて、実施施設の割合目標（H28）を70.6％に設定）

Ｈ28 H29
目標

H27末
目標 成果 達成状況

―

0 0

特定給食施設等を巡回し、栄養管理の状況等につい
て助言・指導を実施

0 0 0

合計 560

栄養評価等を実施
している給食施設
割合

施策展開

成果目標の達成状況

項目 H26末

65.1％

340

実施方法 H28事業実績
H28 H29

（当初） （決算）

mailto:kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp

